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平成１９年月日

岩出市長中芝正幸様

岩出市公共下水道事業運営審議会

会長堀部和雄

公共下水道事業の受益者負担金及び使用料並びに水洗化の

普及促進について（最終答申）
＃1,mm、

平成１８年１月３１日付け岩事第１９６２号で諮問があった標記事項について、別紙の

とおり答申します。

《､､､'1m、



ﾓｰﾛ凸

傷Ｚ６ﾉ回)賞ﾂ1ﾘ‘j岩謎i｢ﾉﾌﾞ脳B共:.０－．７－，
ＬＰ少｡~ﾛ

｡’

f,､i電

弓

U■

－２‐



《別紙》

Ｉ・公共下水道受益者負担金について

1．受益者負担金対象事業費の設定

現行制度における下水道建設費の財源構成において事業主体の市町村が負担すべ

き、「公共下水道建設費の５％程度」を受益者負担金の対象事業費として賦課するこ

とが適当である。

2．負担金算定方式について

受益者負担金算定方式については、一体的な土地利用がなされている区画毎に基

本定額を賦課すると共に、土地の面積に比例した額を加算する組合せ方式が適当で

ある。

3．負担金の賦課時期について

受益者負担金の賦課時期については、下水道接続申請時を採用するのが適当であ

る。
illmmmmm、

4．受益者の設定について

受益者負担金を賦課される受益者については、原則として土地所有者に賦課する

が、権利関係者間での協議による申告によって確定するものとする。一方で協議が

まとまらない場合に備え、接続申請後一定期間が経過した後は市長が受益者を認定

できるような制度とすること。

5．徴収方法について

納付時期を下水道接続時と設定することを前提に、原則として一括納付とするこ

と。

６減免・納付猶予制度について

減免については、公共用地など下水道整備の利益の大半が最終的には不特定多数

の住民に還元される場合などに限るものとし、原則として行わないこと。

納付猶予については、納付時期が接続時である場合には、農地や空地の納付猶予

は不要である。しかし生活保護世帯や市税免除世帯など一定の基準を満たす生活困

窮者に対しては、申請により分割納付や納付猶予を受けられるような制度を設ける

こと。
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公共下水道の使用料について1１．

１． 下水道使用料体系は､基本水量制と累進使用料制を組み合わせて採用するものとし、

税込みで表示する。

２基本水量は1ケ月当り１０，３とし、累進使用料は基本水量区分を含めて３段階程

度とするのが適当である。

ａ下水道へ排除される汚水量は､上水道使用者にあっては水道便用量を以って汚水量

とする｡井戸水など､上水道以外の水を利用している利用者の場合は､世帯人数(店
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舗・旅館などは別途市長が定める基準による人数）に一定水量をかけ汚水量とみな

す。上水道と井戸水等を併用する使用者にあっては、上記算出による汚水量の１／

２に水道便用量を加えたものを汚水量とする。

4．使用料水準は全体で１，３当り１５０円程度と設定するが、基本水量に対してはよ

り低廉な価格を設定するものとする。審議会では下表を妥当とした。

（消費税込み、単位：円）

井戸水を営業用に利用している、あるいは製氷業など上水道使用量と汚水量に著し

い差異がある場合には別途算定するものとする｡使用者が水道メーター同等の計量

器によって汚水量を証明できる場合には､その水量をもって汚水量とするのが適当

である。

5．
'劔阿､1,1

用途別使用料や水質使用料については､供用開始当初は設けないものとする｡将来、

下水道施設に影響を与える施設が接続することが明らかになった場合は､別途検討

するものとする。

6．

公共下水道の普及促進について●
●
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供用開始以降、普及状況に応じて下記の取り組みを継続的に行うこと。

①戸別訪問の実施

②阻害要因の徹底調査

③早期接続に向けた広報活動

"鮒,iii!'）

2．経済的な普及促進策として､供用開始後３年以内に水洗化を行う世帯に対し下記の

２制度を用意し、申請者の希望により選択制とするのが適当である。

（１）水洗化融資・利子補給制度

・供用開始後３年以内の水洗化世帯を対象に融資をあっせんし､利子補給を行

う。（融資上限１００万円）

・返済は５年間（６０回）の元利均等払い。

（２）水洗化助成金制度
・供用開始後３年以内の水洗化世帯に対して水洗化助成金を支給する。

・供用開始後１年以内の世帯に対しては７万円、２年以内の世帯に対しては５

万円、３年以内の世帯に対しては３万円を支給。

3．排水設備の改造に関する利用者の不安に対応するため､市に相談窓口を設置すると

ともに、指定工事店制度においては不適切な事業者を排除するよう努めること。
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１．はじめに

岩出市は、和歌山県北部の未ﾛ歌山市と大阪府に隣接した要衝の地に位置してお'０，１日

来より根来寺をはじめとした歴史・伝統文化と自然の豊かな地域として発展してきた。

昭和４５年前後より、こうした地域の特色から宅地開発が急速に進行し、昭和３１年の

岩出町発足後時には１３，２６１人であった人口は平成１５年には５０，０００人を突

破し、平成１８年４月には市制施行を実現するまでに至った。近年は人口増だけでなく

国道２４号沿いに商業立地が進行するなど、住宅都市から複合的な機能を有する都市と

して姿を変えつつある。

都市化の進展に伴い、岩出市は県下でも和歌山市に次いで２番目に人口密度の高い都

市となっており、平成１１年に実施された「第４次岩出町長期総合計画策定のための住

民意識調査｣において｢今後重要な施策」として下水道の整備が第１位となったように、

住民の問でも都市化に起因する生活環境や豊かな自然環境の悪化が懸念されるように

なってきた。都市化の進展を受け、岩出市では平成１３年度より公共下水道事業に着手

し、現在平成２ｏ年度の一部供用開始に向けた整備が進められている。

公共下水道は、トイレの水洗化や生活環境の改善、公共用水域の水質保全という、い

くつもの役割を果たす多目的な都市基盤施設である。しかし、その完成には長い期間と

多額の費用を要することから、完成まで事業を継続するためには昨今の地方自治体を取

り巻く厳しい状況の下でも、中長期的に安定した運営基盤を確立することは不可欠であ

る。一方で公共下水道は住民が自ら排水設備を改造し、下水道へ接続することで初めて

その効果を発揮する。また、下水道法は利用可能となった全ての住民に下水道への接続

義務を定めていることから、その利用に際しての負担は低廉なものが望まれる。

当審議会は、平成１８年１月に岩出町長（当時）からの諮問を受け、公共下水道事業

運営の根幹をなす「受益者負担金」「下水道使用料」「下水道普及促進策」について１？

回の審議を行ってきた。審議に当っては、下水道そのものが岩出市民にとって初めての

事業であり、多くの委員にとっても「下水道事業とは何であるのか」が議論の出発点と

なった。その後岩出市公共下水道事業の運営が非常に厳しい条件下で行われることが審

議の過程で明らかになったが、各委員は中長期的視野に立ち、それぞれの立場から慎重

な議論を重ねてきた。本報告書は当審議会の結論を報告すると共に、これら議論の経過

と考え方の要約を明らかにするものである。

(;mmmw、
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岩出市長よりの諮問事項および答申概要

平成１８年１月３１日に岩出町長より当審議会に諮問された内容は下記のとおりで

あった。

２．

岩事第１９６２号

平成１８年１月３１曰

岩出町公共下水道事業運営審議会

会長堀部和雄様

岩出町長中芝正幸

公共下水道事業の受益者負担金及び使用料並びに水洗化の普及

促進について（諮問） ''wiiwm'，）

平成２ｏ年に供用開始を予定している岩出町公共下水道事業の健全な運営を

図るため、岩出町公共下水道事業運営審議会条例（平成１７年岩出町条例第１９

号）第２条の規定により、下記について貴審議会の意見を求めます。

記

１．公共下水道受益者負担金について

２公共下水道の使用料について

３．公共下水道の普及促進について

これに対し、当審議会における審議結果に基づく各諮問事項への答申は下記のとおり

である。
''劇mmwi

Ｌ公共下水道受益者負担金について

1．受益者負担金対象事業費の設定

現行制度における下水道建設費の財源構成において事業主体の市町村が負担すべ

き、「公共下水道建設費の５％程度」を受益者負担金の対象事業費として賦課するこ

とが適当である。

２負担金算定方式について

受益者負担金算定方式については、一体的な士地利用がなされている区画毎に基

本定額を賦課すると共に、土地の面積に比例した額を加算する組合せ方式が適当で

ある。

3．負担金の賦課時期について

受益者負担金の賦課時期については、下水道接続申請時を採用するのが適当であ

－２‐
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る。

4．受益者の設定について

受益者負担金を賦課される受益者については、原則として土地所有者に賦課する

が、権利関係者間での協議による申告によって確定するものとする。一方で協議が

まとまらない場合に備え、接続申請後一定期間が経過した後は市長が受益者を認定

できるような制度とすること。

5．徴収方法について

納付時期を下水道接続時と設定することを前提に、原則として一括納付とするこ

と。

6．減免・納付猶予制度について

減免については、公共用地など下水道整備の利益の大半が最終的には不特定多数

の住民に還元される場合などに限るものとし、原則として行わないこと。

納付猶予については、納付時期が接続時である場合には、農地や空地の納付猶予

は不要である。しかし生活保護世帯や市税免除世帯など一定の基準を満たす生活困

窮者に対しては、申請により分割納付や納付猶予を受けられるような制度を設ける

こと。

(1i1mm1mm、

公共下水道の使用料について1１．

１． 下水道使用料体系は､基本水量制と累進使用料制を組み合わせて採用するものとし、

税込みで表示する。

2．基本水量は1ケ月当り１０，３とし、累進使用料は基本水量区分を含めてＳ段階程

度とするのが適当である。

（、
下水道へ排除される汚水量は､上水道使用者にあっては水道使用量を以って汚水量

とする｡井戸水など､上水道以外の水(井戸水等）を利用している利用者の場合は、

世帯人数（店舗・旅館などは別途市長が定める基準による人数）に一定水量をかけ

汚水量とみなす。上水道と井戸水等を併用する使用者にあっては、上記算出による

汚水量の１／２に水道使用量を加えたものを汚水量とする。

3．

使用料水準は全体で１，３当り１５０円程度と設定するが、基本水量に対してはよ

り低廉な価格を設定するものとする。審議会では下表を妥当とした。

（消費税込み、単位：円）

4．

‐３－

水量区分(ｍ３/月）

０ ｸﾞー １０ 基本使用料 １ ， ０５０

１０ 戸、ン ３０ 1,3当り １７０

３１ 〆～ 1,3当り １９５

月２５，３使用の場合 ３ ， ６００



岩αﾌﾟﾉﾌﾟ訟共7Eﾗﾌ(〉｡：f宴業遼営露議会傷Ｚ６回Ｚ寒料

井戸水を営業用に利用している、あるいは製氷業など上水道便用量と汚水量に著し

い差異がある場合には別途算定するものとする｡使用者が水道メーター同等の計量

器によって汚水量を証明できる場合には､その水量をもって汚水量とするのが適当

である。

5．

用途別使用料や水質使用料については､供用開始当初は設けないものとする｡将来、

下水道施設に影響を与える施設が接続することが明らかになった場合は､別途検討

するものとする。

6．

公共下水道の普及促進について1１１．

１． 供用開始以降、普及状況に応じて下記の取り組みを継続的に行うこと。

①戸別訪問の実施

②阻害要因の徹底調査

③早期接続に向けた広報活動
'm1mlI，ｉ１ｌｌＩ

ｆ

、‐

2．経済的な普及促進策として､供用開始後３年以内に水洗化を行う世帯に対し下記の

２制度を用意し、申請者の希望により選択制とするのが適当である。

（１）水洗化融資・利子補給制度

・供用開始後３年以内の水洗化世帯を対象に融資をあっせんし､利子補給を行

う。（融資上限１００万円）

・返済は５年間（６０回）の元利均等払い。

（２）水洗化助成金制度
・供用開始後３年以内の水洗化世帯に対して水洗化助成金を支給する。

・供用開始後１年以内の世帯に対しては７万円、２年以内の世帯に対しては５

万円、３年以内の世帯に対しては３万円を支給。

'霞WMlm11）3．排水設備の改造に関する利用者の不安に対応するため､市に相談窓口を設置すると

ともに、指定工事店制度においては不適切な事業者を排除するよう努めること。

･４‐
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審議経過

当審議会は平成１８年１月１６日に市長より委員の委嘱を受けて発足し、平成１８年

１月３１曰に第１回審議会を開催した｡途中､平成１８年４月１４口に中間答申を行い、

市当局による説明会・意見募集を経て８月より審議を再開し、平成１９年○月×曰まで

１？回の審議を行った。

３．

岩出市公共下水道事業運営審議会審議経過

《i111mw1m、

ilII1IwlmN、

-5.

謂催年月日 非 』崖場所 審議内容

第１回 Ｈ１8.1.31 町役場

第４会議室

1.審議会の諮問について

２会長職務代理者の指名について

３公共下水道事業の制度概要について

第２回 Ｈ１8.2.22 町役場

第４会議室

1．諮問項目別の主な論点について

２審議会において重視する視点につい

て

３．議事概要について

第３回 Ｈ１8.3.27 中央公民館

第１会議室

1．中間答申（案）について

第４回 Ｈ１8.413 市役所

第６会議室

1．中間答申の採択について

２審議会現地視察について

先進地

視察

Ｈ１8.5.25 伊都浄化ｾﾝﾀｰ、

橋本市役所

広報掲載 Ｈ１8.6.1 広報「いわで」 中間答申説明の告知と意見募集（

Ｈ１8.7.14）のお知らせ

～

中間答申

説明会

Ｈ１8.6.25

Ｈ１８．６．２８

Ｈ１8.7.1

根来公民館、

上岩出公民館

岩出公民館

保健福祉ｾﾝﾀｰ

(市下水道課で実施）

第５回 Ｈ１8.8.30 市役所

第４会議室

1．現地視察の報告について

2．中間答申説明会の結果について

ａ今後の審議の進め方について

第６回 Ｈ１8.10.3 市役所

第４会議室

1．下水道使用料（第１回）

２公共下水道事業の財政計画について

第７回 Ｈ１8.10.31 市役所

第４会議室

1．下水道使用料（第２回）

２岩出市の財政状況と今後の見通し

(下水道事業の影響）について

３．下水道使用料算定の方針について

第８回 Ｈ１8.11.28 中央公民館

第１会議室

１下水道使用料（第３回）

第９回 Ｈ１９．１．１６ 市役所

第６会議室

1．下水道使用料（第４回）
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開催年月日 粥』崖場所 審議内容

第１ｏ回 Ｈ１9.2.1ｓ 中央公民館

第１会議室

1．下水道使用料の答申内容について

２受益者負担金（第１回）

第１１回 Ｈ１9.3.2 市役所

特別会議室

1．受益者負担金（第２回）

第１２回 Ｈ１９．３．２８ 市役所

特別会議室

1．受益者負担金（第３回）

第１３回 Ｈ１9.4.23 中央公民館

第１会議室

1．受益者負担金制度の確認について

２普及促進策について（第１回）

第１４回 Ｈ１9.5.2ｓ 中央公民館

第１会議室

１普及促進策について（第２回）

第１５回 Ｈ１９．７．５ 中央公民館

第１会議室

1．普及促進策について（第３回）

２最終答申のとりまとめについて

第１６回 Ｈ１９．７２６ 中央公民館

第１会議室

1．最終答申（案）について

第１７回

第１８回
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岩出市公共下水道事業の概要

４－１．下水道事業の目的

下水道法第一条では、法の目的として「この法律は、流域別下水道整備総合計画の策

定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基

４．

準等を定めて、下水道の整備を図ID、 もって都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄

与し、 あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする｡」 とされている。

この規定から、下水道の主な役割としては一般的に下記の三点が挙げられている。

1．生活環境の改善

し尿などの生活排水を速やかに排除することにより､悪臭や蚊などの発生を

防ぎ､衛生的な生活環境を創る。

2．浸水の防除

「都市型水害｣等、自然に排水できない雨水を排除し､浸水を防ぐ。

３．公共用水域の水質保全

人口の増加や商工業活動の増大に伴う汚水を適切に処理して放流し､都市

内だけでなく近郊河川や海域に水質汚濁が広がるのを防ぐ。

紗

岩出市公共下水道は、都市化の進展による河川や水路の水質悪化の進行に伴う生活環

境の悪化の防止や、紀の川をはじめとした公共用水域の水質保全を目的とした、汚水処

理を行う分流式公共下水道として実施されており、市では

1．トイレの水洗化

2．生活環境の改善

B，公共用水域の水質保全

を下水道の役割としている。

('1mm､､、
４－２下水道のしくみ

岩出市の下水道事業においては、大型の幹線管渠や処理施設を和歌山県が実施する

「紀の川中流流域下水道」によって整備することとなっており、下水道施設は利用者が

設置・管理する「排水設備」と市が設置・管理する「公共下水道管渠｣、和歌山県が設

置・管理する「流域下水道幹線管渠」「処理施設」に分かれている。（図４－１）

この様に下水道は公共施設ではあるが、道路や公園と異なり誰でも使えるというもの

でなく、市・県によって公共下水道管渠から処理施設までが整備された住民のみが利用

できるという特徴がある。また、下水道としての効果を発揮するには市・県の整備だけ

では意味が無く、利用者が排水設備を下水道に接続することが必要であることも重要な

特徴である。

４－３公共下水道の計画

岩出市公共下水道の計画は表２－１のようになっており、押川・境谷地区を除いた全

地区の１，４２０ｈａが計画区域とされている。現在事業着手されているのは全体の約

２２％に当たる、中島・吉田・山・紀泉台・中黒・相谷・高塚・溝川・西国分・水栖.

－７‐
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大町などの一部区域３０８ｈａ（図４－２）である。
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除外施設…下水処理に悪影響を与えるものを取り除く施設

[関連市の施設Ｄ各家庭･事業所からの下水を流域下水道まで流下させるのに必要な管渠やマンホール

[県の施設】関連市間を結ぶ幹線管渠･ﾎﾟﾝﾌﾟ場および終末処理場

図４－１下水道のしくみ（流域下水道）

表２－１岩出市公共下水道計画の概要

名称：紀の川中流流域下水道（那賀処理区）関連岩出市公共下水道 毎国、

下水道法事業 備考全体計画

認可計画

目標年次｜（年度）｜平成４２年※’平成２３年

計画処理面積’（ha） １，４２０ ３０８

計画処理人口’（人）’６０，０００’１３，５８０

計画汚水量’（ｍ３/日）’３０，９０２ 6，４３５１日最大

管渠延長｜（k、） ３０５ ６８

建設事業費｜(百万円）’４４，０８９※※’７，２５５

※上位計画（流域下水道計画）の目標年次は平成２８年度

※※うち、５，８９８百万円は流域下水道の建設負担金

－８‐

全体計画 下水道法事業

認可計画

備考

目標年次 (年度） 平成４２年※ 平成２３年

計画処理面積 (ha） １，４２０ ３０８

計画処理人口 (人） ６０，０００ １３，５８０

計画汚水量 (ｍ３/日） ３０，９０２ ６，４３５ 日最大

管渠延長 (k、） ３０５ ６８

建設事業費 (百万円） ４４，０８９※※ ７’２５５
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４－４公共下水道事業の財政

公共下水道事業は下水道施設の建設活動とその維持管理活動から構成されている。こ

のため、公共下水道事業に要する費用は大別して下水道建設費と下水道管理費に分けら

れ、それぞれに対する財源の確保が必要である。

「

L＿

（１）下水道建設費の財源

建設費は下水管渠やポンプ施設､処理場など、下水道施設を建設するために要する費

用である。現状では生活環境の改善や公共用水域の水質保全といった下水道の役割か

ら、比較的手厚い国庫補助制度や起債（借入れ）制度があり、全体事業費の約９５％

がこれらによって賄われている。建設時に市町村が必要とする資金は、国庫補助金や

起債を充てることのできない残り５％に限られる。（図４－３）
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※斜jlil部分は交付税措撒分（卒業饗補正分45％及､鞭位費用算入分５％）

※更新小業（平成16年度以降実施されるものに限る｡）については，資本饗における雨水分の

実繊を踏まえ，これに見合う額を一般会計から織り出すものとして平成17年度以降の地方財
政計画腱３．１上予定

図４－３公共下水道建設費の財譽源

なお、流域下水道建設負担金（計画上の市負担額５，８９８百万円）については、事

業主体である和歌山県で国庫補助金相当額を控除済みのため、市負担額に対する国庫

補助金は無く、国庫補助対象とならない事業費を県。関連市で折半している。岩出市

では現在、全額が起債により賄われている。

建設費の財源についてはほとんどが補助金や起債により賄われ､建設時における利用

者の負担は少ない。しかし起債については本質は市の借金であって、後年度において

元利償還金が必要となる（後述）ことから、建設費のコスト縮減が重要である。

‐１０‐

種類 建設饗

公共下水道，特定環境

保全公共下水道 仁
国費（鬮庫補助金）

…-ｑｉ::…
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（２）下水道管理費の財源

下水道管理費は、下水道事業の運営のため、継続的に要する費用であり、汚水の処理

に要する費用や管渠の点検・清掃などに要する「維持管理費」と、建設時に借り入れ

た地方債の「元利償還金（資本費)」からなっている。

岩出市公共下水道は処理場を持たない流域関連公共下水道であるため､汚水の処理に

要する費用は、終末処理場を管理・運営する和歌山県が処理に要する費用を「流域維

持管理負担金」として市に賦課し、市はその費用を下水道管理費に含めて負担する計

画とされている。従って、岩出市公共下水道全体における下水道管理費は

下水道管理費＝維持管理費…管渠の点検・清掃などの費用

十元利償還費…建設時の借入金返済の費用

十流域維持管理負担金…汚水処理と流域下水道の元利償還金

慰
となる。

この下水道管理費の財源については、「自然現象による雨水を処理する費用は税によ

って賄い、人間活動によって生じる汚水を処理する費用は汚水発生者が負担する」と

の考え方（雨水公費・汚水私費の原則）に基づき、下水道料金で賄うのが基本とされ

ている。しかしながら下水道は公共用水域の水質保全といった、公的な役割も担って

いることから、下水道管理費の一部について公費負担を行うことのできる基準（一般

会計繰出基準）が国から示され、該当する費用の一部には国からの交付税措置が行わ

れている。したがって、下水道管理費は下水道料金と公費（一般会計）によって賄わ

れていることになる。

下水道事業は地方財政法上､公営企業と位置づけられており、独立採算の原則が定め

られているため、下水道管理費のうち国の基準に該当しない部分は下水道使用料で賄

うのが原則である。しかしながら、全国的に見ても下水道使用料のみで下水道管理費

を回収できている自治体は非常に少ない。図４－４は全国の下水道管理費とその財源

充当状況であるが、下水道使用料は汚水分の下水道管理費に対して約６割にとどまっ

ている。

また、下水道管理費は自治体の規模が小さくなるほど割高になる傾向があり、汚水１

，３当りの処理原価（汚水を収集・処理するためにかかる経費）で比較すると、人口５

万人未満の都市では全国平均の２倍以上の費用（436.5円／、3）がかかっている。一

方で下水道料金単価は市町村規模によらず135.7～１４８３円／、3の範囲にあるため、

人口の少ない自治体では十分な使用料収入を得られず、一般会計からの繰入が大きく

なっている傾向が伺われる。（図４－５）

上記の全国的な状況を考慮すれば、岩出市においても下水道管理費を下水道使用料だ

けで賄うことは難しいことが予測される。

'鏑､､,、

‐１１‐
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(単位：百万円）

IlJl 一般会計繰入金篝
21601947

下水道使用料
113050337

入 62.3％ 37.7％

支 その他
61,369

雨水分の下水道管理費
１，１１１，９，８

３２．１％

汚水分の下水道管理費
2293,007

６６２％出 １８％
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１００％
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１０n％
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43.1％

下水道使用料
56.9％

鼠

財源）

その他

剰辮｜辮需
維持管理費
６８０９３１61,369

83.4％ １６．６％ 29.7％

一般会計
灘入金等
１００％

一般会計繰入金等
１００％

一般会計 下水道億用料

４１０n％

使用料

7％件
財源）

61.

｛ノ
￣ヨ

「

種iii騨謡錘
の維持管理

資本費の約

図４－４全国の下水道管理費と財源状況

汚水処理原価と下水道使用料単価(平鹸15年度）
641.3

｡＃

436.5

1,3あたりの処理原価

（円／n1B）
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4９３，

、櫛…ん癩辮草，
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注)平成15年度下ｼk道統計(牡)日本下水道協会)をもとに国土交通省作成。
勢虫公共下ﾌI埴の;Bl､の「Uaである。

図４－５市町村規模別の汚水処理原価と下水道使用料
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16.6％

一般会計繰入金等
１００％

元利償還
1．６１２．０７

70.3％諺
一般

詞騨金雰
下水道使用料

８８．７％
件

維持管理費

6Bq931

２９７％

下水道使用料

顎’0U％
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５．公共下水道事業運営の方向性

前述の、下水道事業の特性や全国的な下水道事業における財政的な運営状況を踏まえ、

それぞれの諮問事項に対する審議の中で、様々な意見が出されてきた。それらの主要意

見については個々の審議事項に関する審議結果の中で後述するが、中には本市おける今

後の公共下水道事業全般についての意見も少なくなかった。

ここではそれらの意見を基に1こ、今後の岩出市公共下水道事業が目指すべき運営の方

向について審議会としての意見を述べる。

５－１今後の下水道事業を取り巻く状況変化への対応

審議過程においては、現在の社会`情勢から推測すれば今後公共下水道事業を取り巻く

環境は厳しさを増すとの意見が多かった。また平成１８年度より分流汚水式公共下水道

を実施する市町村への地方交付税措置が見直されるなど、国の公共下水道事業に対する

施策にも変化が生じている。

岩出市公共下水道が中長期的に安定した事業運営を確保するためには、これらの社会′鏑mii''11;》
的ｃ制度的な状況変化に備えた施策を適宜実施していくことが望まれる。

澱MImlM11l、

５－２
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受益者負担金について

６－１受益者負担金の制度について

受益者負担金制度は、都市計画法第７５条の規定「都市計画事業によって著しく利

益を受ける者があるときは、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用

の－部を当該利益を受ける者に負担させることができる」に基づいて、事業主体とな

る自治体の条例に基づき賦課される制度である。公共下水道事業は都市計画事業の一

つであり、

①下水道の整備により利益を受けるものが特定され、範囲が明確であること

②下水道の整備により地域の環境が改善され、未整備地区に比べて禾I｣便性や`快

適性が著しく向上し、土地の資産価値が増大すること

③早期に受益する者に相応の負担を求めることは、負担の公平という観点から

適当であり、利用者は￣方で水質汚濁の原因者として相応の社会的費用を負

担すべきであること

などの理由で、受益者負担金を徴収できるとされている。

なお､上記の主旨より受益者負担金は公共下水道事業に要する費用に充当されるが、

下水道管理費については一般的に下水道使用料が受益者の負担として充てられてお

り、受益者負担金は下水道建設費の財源として位置づけられることが多い。当審議会

においても、受益者負担金は下水道建設費に充当される一度限りの財源として議論を

行った。

６．

(immmmm、

６－２受益者負担金対象事業費の設定

受益者負担金を下水道建設費の財源とするのであれば､下水道建設費のうちどの程

度を受益者負担金の対象とするかを設定する必要がある。市全体計画における下水道

建設費は以下のとおりである。

表６－１下水道建設費

(､'mmuw、

（単位：百万円）
／、

※表２－１の事業費から事務費などを控除してし､る。

この下水道建設費から受益者負担金対象事業費を算出する方法としては､大別して

①総事業費に対する比率で定める方法、②末端管渠整備費相当額で定める方法、の２

通りが主流であるが、「末端管渠」に関する定義が全国的に明らかでなく、自治体に

より扱いが異なるのが実情である。また、算定方法によっては対象額が巨額となるた

め、当審議会においては「公共下水道建設費の５％」（１，８２７百万円）を対象額

とするものと決定した。

６－３負担金算定方式

受益者負担金を算定する指標として従来最も多く利用されてきたのは土地の面積

１４‐

公共下水道建設費
※

３６ ， ５３１

流域下水道建設負担金 ５ ， ８９ｓ

合計 ４２ ， ４２９
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であり、単位面積当たりの単位額を設定し、それに面積をかけて負担金額を決定する

方式（地積割方式）が和歌山市を始め下水道先進都市では全国的には広く採用されて

いる。一方で県下でも橋本市、かつらぎ町などでは、一定の面積区分の間では負担額

を一定とする方式（区分定額方式）が普及している。

地積割方式は「下水道整備に伴って地価が上昇する」との説明がなされている自治

体もあるが、土地取引がそれほど盛んでない地方部や、長期にわたる地価下落の環境

下では説得力を欠き、新興住宅地と旧集落で敷地面積にばらつきの大きな地方では定

額方式が採用されていると推測される。

岩出市の状況を振り返ってみると、地区によって世帯当り面積にかなりの差が見ら

れる一方、当面は宅地開発に伴う土地取引が継続すると予測され、都市部と地方部の

特色が混在している状況が認められる。このため本市においては、いずれかの方式に

絞り込むことは難しいと考え、各世帯に対して最低限負担を求める定額（７３，５０

０円／区画）と面積当り単位額（１１４円／㎡）に土地面積をかけた額を受益者負担

金額とする方式（組合せ方式）を採用することとした。 (､､1111

６－４負担金賦課時期について

受益者負担金を賦課する時期については種々の時期が考えられるが､下水道施設が

完成して利用可能となった時期（供用開始時）とする案と、上水道の施設負担金と同

様に、利用者から下水道利用の申込があった時期（下水道接続申請時）とする案を中

心に検討した。

供用開始時は、施設が供用した時期に賦課するため、受益者負担金の主旨（建設に

要した費用の一部を負担する）に適していると認められるが、当市においては下水道

に関する認知度が低く、上水道と同様に実際に下水道を利用する時期となる下水道接

続申請時とする方が利用者の理解を得やすく、より適切であると判断された。

賦課時期を下水道接続申請時とすることは､市にとっては負担金対象事業費を長期

に亘って立て替えることとなるが、事務量の分散や未納金徴収事務の減少も見込まれ

るため、より円滑な下水道普及の観点から本答申のとおり実施されるよう要望する。
亀

６－５受益者の設定、徴収方法、減免・納付猶予について

受益者負担金の「受益者」としては￣般的には土地所有者とされているが、借地さ

れていたり、家屋が建てられていても借家されているなど、多様な土地利用形態が考

えられ、市が一律に定めることは難しいと考えられるため、土地に関する所有権者だ

けでなく、借地権、地上権など他の権利者との協議に委ねた上で受益者を決定すべき

である。

しかしながら、受益者負担金は－度だけ賦課されるという特性から、多くの自治体

では借家人など一時的な使用者は受益者から除外されており、本市条例においても同

様の規定を定め、受益者の例示をすることが必要である。また、権利者間の協議が不

一１５‐
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調となり、負担金の納付が遅れることによる未水洗化が生じないよう、一定期間経過

後は市長が受益者を認定することが適当であるが、この場合には適切な不服申し立て

の制度を整備されたい。

負担金の徴収方法については､納付時期を利用者が下水道使用の意思を表示する下

水道接続時に設定することを前提として、一括納付とするが、生活保護世帯や市税免

税世帯など生活困窮者に対しては、申請により分割納付や納付猶予を行うこと。

受益者負担金の減免については､受益者負担金が－度だけの賦課であって一度減免

するとその後状況が変わっても永久に徴収することが出来ないため、公共用地などを

除き原則として行わないことが適当である。

`､､､、

(:11Ilw,、
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下水道使用料について

７－１公営企業としての下水道事業

下水道事業は、前述のように、地方財政法第６条及び同施行令第１２条により公営
企業と位置づけられているが、公営企業は法第６条により「その経費は当該企業の経
営に伴う収入をもってこれに充てなければならない」（独立採算の原則）とされる。
一方で地方公営企業法第３条において、地方公営企業は「その本来の目的である公

共の福祉を増進するように運営されなければならない」（公共の福祉の増進原則）と
されており、下水道事業の運営は常にこの「独立採算の原則」と「公共の福祉の増進

原則」を両立させることを前提として議論されなければならない。
しかし公営企業一般でこの両立は容易ではない。この理由としては、

①日常活動に欠くことのできないサービスを安定的かつ継続的に提供するこ
とが必要なもので､公共の福祉の観点から実施することが必要な事業(水道、

下水道、病院事業）

②施設の建設に巨額の資金を必要とし､また資本の回収に長期間を要するため、
民間資本の進出が困難な事業（下水道、交通事業（地下鉄など)）

③曰常生活の環境整備など､地方公共団体が行う一般行政事務との密接な関連
に基づいて実施することが適当な事業

などが挙げられている。とりわけこうした性質があてはまる下水道事業の経営を全

国的に見れば非常に厳しいにあることは「４－４公共下水道事業の財政」で述べた
とおりである。

７．

'mmmmi

７－２下水道管理費とその財源

下水道管理費の中身については、「４－４公共下水道事業の財政」において下記

のとおり示した。

下水道管理費＝維持管理費…管渠の点検・清掃などの費用

十元利償還費…建設時の借入金返済の費用

十流域維持管理負担金…汚水処理と流域下水道の元利償還金

この下水道管理費に充てる財源としては下水道使用料、一般会計繰入金、国からの

地方交付税交付金の３つが収入となっている。
'銅１mm;'）

下水道管理費の財源＝下水道使用料＋一般会計繰入金十地方交付税交付金

地方交付税交付金は､国の定める算定方式によって地方自治体に交付されるもので

あり、国が示す基準の範囲内で、一定の公共性が認められる経費に相当する額が基礎

とされている。従って、下水道管理費の財源は極言すると「下水道使用料」（利用者

の負担）と「一般会計繰入金」（市民全体の負担）の二種類しかなく、自主財源とし
ては下水道使用料が唯一となる。

７－３私費・公費負担の原則

公共下水道事業の継続的な運営財源は下水道使用料と、一般会計繰入金しかなく、

前者は「私費｣、後者は「公費」と呼ばれることもあるが、下水道使用料制度を定め

るということは、言い換えれば私費と公費の負担バランスを定めることでもある。

下水道使用料を安価にするには公費負担を増やせば可能であるが､公費負担を大き

くすることは、他に新たな財源が見つからない限り、市が借金をするか下水道以外の

１７‐
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行政サービスを低下させるしかない。

逆に下水道使用料を高く設定することで私費負担を増大すれば､市財政や他の行政

サービスに影響を及ぼさずに下水道事業を運営できるかもしれないが、高すぎる下水

道使用料は下水道普及の妨げとなり、多額の費用をかけて建設した下水道施設が活用

されずに放置される結果につながりかねない。

この構造により、私費と公費負担のバランスを取ることは極めて難しいテーマとな

り、下水道使用料の審議には当審議会で最も長い時間を費やした。

【使用料と普及促進】

住Z毛の誉さん戊喜ルで7ワヒd首をﾉｱ(iﾘﾉﾉ写してもらえるｸﾋﾞﾘ(金陰にする必要)ｵｺﾞある瓜安くし

すぎると倦金かi膨らんでくるので難いし傍８回審議会ノ

(1111m'､､、

私費と公費負担のあり方については、前述の「雨水公費・汚水私費の原則」が広く

採用されており、当審議会においてもこの原則を前提とした検討を行った。しかし分

流汚水式を採用する岩出市公共下水道においては、下水道管理費の大半を下水道使用

料負担とせざるを得ず、多くの市民にとって許容できない使用料水準になることが予

想された。

下水道使用料は、生活・生産活動に伴い生じる汚水の収集・処理費用として、下水

道利用者がその使用状況に応じて公平に負担すべきものである。しかし、下水道の整

備による効果には、トイレの水洗化や生活環境の向上という、利用者の利便性・快適
性の向上とともに、水路など公衆環境の改善や公共用水域の水質保全といった社会
的・公共的な禾l｣益が含まれる。こうした利益は下水道未Ｉ用者だけが負担すべき費用で

はなく、その公共的役割の及ぶ範囲に応じて市や県が公費（税）により負担すべきで
ある。

この考え方は平成１８年度から国の地方財政措置が変更された際に｢新たな汚水公

費」として分流汚水下水道の元利償還金が交付税措置の対象とされたことからも一定
の妥当性があると考えられる。

…

１８‐
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これらの理由から、当審議会としては下水道運営費に一定の公費負担は必要である

と判断しており、特に下水道事業の特`性から経費が害Ｉ高になりがちな供用開始当初に

おいて公費負担の割合が高くなることは、下水道の普及促進が将来の下水道財政改善
に極めて重要であることを考慮すれば岩出市全体の財政状況が許容する限りにおい

て止むを得ないと考える。

しかしながら無制限な公費負担の増大は市行政サービスの低下や､下水道未供用区

域の市民との間に格差を生じる原因となる。将来的な社会`情勢や下水道普及状況、市

全体の財政状況の変化を踏まえ、常に適正な私費・公費負担のあり方を論じて行くこ

とが必要である。

’m1immiIml
７－４下水道使用料水準について

下水道使用料の水準については、全国的な状況では平均的な使用量とされる２０

，３／月においては１，８９０円～３，０４０円の範囲であり、１，３当りでは94.5～

１５２円となっている。図７－１は公共下水道と、農業集落排水・漁業集落排水など下

水道類似施設を含めた使用料分布状況を表しており、おおむね２，６００～２，Ｓｏ

ｏ円／月付近に多く分布している。

使用料の水準については､図４－５に示したとおり自治体の規模によってもコスト

に差があるほか、地形や市街地の分布状況など様々な要因で経営環境は異なることか

ら、他の自治体の水準に合わせる必要は無いと考えられるが、住民感`情として他自治

体の料金水準や水道料金制度と比較されることは考慮しなければならない。また、岩

出市の場合は既に合併浄化槽や大規模団地における集中処理合併浄化槽が普及して

いる地区もあり、合併浄化槽の維持管理費と比較されることも十分考えられる。

綴'１１mm､）
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使用料(使用料単価×20立米)の分布(供用開始5年以上､資本費ゼロ除く゜）事業数
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図７－１．２０，３/月使用時の使用料塗分布（平成１５年度：全国）

【合併浄化槽からの霞切替について】

既に合';f拝ML7樽を鐘っている人か､一番7目67選/こまってくる。なぜ今合j併ｿ箏化7曾izﾌﾞｺﾞだ､めな

のか、どうしてお金を｣仏/してまで穴;刀(ご道にしなくてはし)けなし)のかを説閉してし'かな

くてはならなし)。Ｃ第２回議議会ノ

一方で、下水道財政の厳しい見通しの中で､近隣先行都市(和歌山市や橋本市など）

より著しく安価な水準を設定することは適当でなく、また近年総務省から下水道事業

を実施している自治体に対して「下水道使用料の水準を月２０，３使用の場合で３，

０００円以上とするよう」求められており、平成２０年度以降には、厳しい経営環境

に置かれていても使用料がこの水準以下となっている自治体に対しては交付税措置

における嵩上げ措置を廃止するなどの誘導が行われている。こうした環境の下で近年

供用開始する自治体では３，０００円を上回る水準と設定されている場合が多い。（平

成１６年度新規供用開始自治体の平均で３，１２５円／20,3）

審議においては､供用開始当初は普及促進の立場から極力低い使用料水準を推す意

見もあったが、岩出市においては上水道料金が長年にわたって改定されておらず、下

水道使用料も頻繁に改定するという前提はなじまないとの意見もあり、財政計画にお

ける公費負担と市費負担の見通し、合併浄化槽維持管理費などを総合的に勘案した結

果、１５０円／ｍ３程度の水準を目指した下水道使用料制度とすることとした。

ﾄﾞョ

【使用料と普及促進】

六水道の皆ｿﾞ乏華>zｳﾞｺﾞ、重要になると,思う。ｆｉ二尾か喜三ルで下刀(｢道を早くつけて；`)rしし)とし）

う気持亨らzブゴ〕丘ﾌﾟてこなし)とし)けなし)。下刀(｢道ﾉﾋﾞｦﾋﾞ、高いのてく22(要/zjsレ】とし〕う雰璽気になっ

て/:｡h歴7るので､最初ﾉｺﾋﾞ高くせずiZ:i今々に上げてし)くどし)う案ではどう刀も鱈9厘7審;議会ノ

－２０‐
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【使用料の改定】

』晨参Z寒くして途魚で_とげるの/：i葉iEf〃)。傍9回墨議会ノ

７－５使用料算定期間について

使用料算定期間は一般に２～４年とされているが､岩出市においては供用開始直後

で将来の改定に＋分なデータが揃うまでに時間を要すると考えられるため、平成２０
～２４年度の５年間とする。

７－６排水需要の予測

使用料算定期間（平成２０～２４年度）における有収水量（地下水などを除いて使

用料収入が見込める水量）については、整備面積や水洗化率の推移を推定して、以下

のとおりとした。

表７－１排水需要の予測

２０年度２１年度２２年度２３年度２４年度 合計 録､i'、

７－７下水道管理費と使用料対象経費の設定について

今回使用料算定期間における下水道管理費と使用料対象経費の設定は以下のとお

りである。今回は使用料対象費を低くするため、下水道管理費のうち、資本費の全額

と管渠費、業務費、一般管理費に含まれる人件費等と、排水設備費のうち水洗便所改
造助成金に見込んだ金額の 部を使用料対象経費から控除した。

忍､w'､！）

‐２１‐

２０企三度 ２１を三度 ２２企
-

-

- 度 234三度 ２４年度 合言
￣

使用料対象水量

(千ｍ3/年）

85.3 268.6 467.5 693.8 948.7 2,463.9
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表７－２使用料対象経費の内訳

(単位:千円）

１０９８４００７００９４３３９７４５７

70552913007315463137705925411146966304682

(11llmmm、
（

７－８基本水量制と累進使用料制について

岩出市上水道における家庭用水道料金体系は以下のとおりである。

表７－３上水道使用料金表鰊

Ｄ４Ｃ

上水道においては、月当たり１０，３（２ヶ月で２０，３）までは使用料金が１，０

５０円（２ヶ月で２，１００円）で一定となっている。これを基本水量制といい、使

用量に関わらず固定的に発生する経費を回収できない事態を回避する効果がある。

一方で､基本水量の単価は１０～３０，３や３１，３以上の単価に比べると割安に設

定されており、使用水量が増えるにつれて単価が高くなるような料金体系となってい

る。これを累進使用料制といい、使用量の大きい大口使用者には施設整備コストがか

かっているために採用されていることが多い。下水道においては施設整備コストが極

端に変わるということは少ないが水利用抑制のインセンテイブが働くことから、水資

源問題や環境問題等の解決に寄与するといわれている。

-２２．

経費 控除額 控除額２
使用料

対象経費 需要家費 固定費 変動費

資本費

元金

償還金

起債利子

1,098,400

262,500

835,900

700,943

153,680

547,263

397,457

108,820

288,637

０

０

０

０

０

０

０

0

０

０

０

０

維持管理費

管きょ費

業務費

排水

設備費

■■■■■■般

管理費

705,529

45,277

75,685

170,430

414,137

13,007

０

０

4,630

8,377

315,463

32,527

64,264

125,917

92,755

377,059

12,750

11,421

39,884

313,005

25,411

０

11,421

13,990

0

46,966

11,563

0

23,022

12,382

304,682

1,188

０

2,872

300,623

計 1,803,929 713,951 712,920 377,059 25,411 46,966 304,682

Ｚ （ ■

I■

白‐

X分(ｍ３/兵 ） (上Z〈道）

０ ヘジ １０ 基本使用料 １ ， ０５０

１０ 戸～' ３０ 1,3当り １２６

３１ P～夕 １，１３当り １５７

月２５，３使用の場合 ２ ， ９４０
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下水道使用料は水道料金と同時に請求されていることが多く、岩出市においても重

複した業務を削減するために水道局との連携が検討されている。このため、水道料金

と下水道使用料算定が煩雑化することを避けると共に、水道料金と類似した料金体系

を採用することで利用者にも馴染みやすい下水道使用料制度とすることを目的とし

て、下水道使用料においても水道料金と同様の水量区分を設ける。

同様に、累進使用料制を採用することで、高齢者世帯などに多い１０，３以下の少

水量使用者の負担軽減を図ることが適当である。

'劇'iｍ１Ｗ

７－９下水道使用料単価について

上記の基本水量制と、２段階の累進使用料制を採用する前提で、水道便用量分布に

応じて使用料対象経費を配分した結果、下表の下水道使用料表を適当とした。

表７－４下水道使用料金表

（消費税込み、単位：円）

ﾎﾟﾄﾞﾎﾟwmimli

７－１０下水道財政の見通しについて

本使用料制度を採用した場合の、使用料算定期間中の使用料収入見込みと、一般会

計繰入金の見通しは下表のとおりである。

供用開始当初は流入水量が少ないことから使用料収入は伸び悩み、毎年１．８～４

億円の一般会計繰入金が必要である。交付税対象となる基準内繰入金を除いても毎年

１～１．８億円程度の一般市費負担が発生し、５年間の総負担額は７．２億円と予測

されている。

－２３‐

水量 工分(、3/兵 ）

０ 〆、‐ １０ 基本'吏卜

。
。

ロ >Ｉｓ Ｐ １ ， ０５０

１０ 〆～ ３０ 1,3当り １７０

３１ ｸﾞー 1,3当り １９５

月２５，３使用の場合 ３ ， ６００
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表７－５使用料算定期間中の財政計画

単位；千円

なお、今回算定においては使用料対象経費から資本費（元利償還金）を全額除外し

ているため、下水道管理費の回収状況は下表のとおり。維持管理費はｓｏ％を回収で

きるが、全体での回収率は２０％程度に留まる。
(鰹８mm、

表７－６下水道管理費回収状況

単位；千円

… 回収率は維持管理費を優先して充当している。

平成２５年度以降の中長期的予測については、正確な予測は難しいものがあるが、

下水道事業の採算性の傾向を見るため、概算として起債償還が完了予定の平成７２年

度までの財政計画を作成したものを図７－２，図７－３に示す。（算定方法が異なり

平成２０～２４年度の数値は上記と整合しない）

資本費（起債償還費）負担が増大するため、下水道管理費は平成４７年度にピーク

を迎え、その後減少に転ずる（図７－２）ものの、地方交付税額も減少するため、市

負担額として黒字に転換するのは平成７０年度となる。

今後の社会情勢（金利・交付金制度）や普及・維持管理状況（水洗化率・有収率）

により大きく数字は変化するが、平成２５年度以降も長期間に渡り、使用料収入のみ

で収支を取るのは困難な状況が続くとの前提で今後の運営を考えるべきである。

－２４‐

平成20年度 平成２１年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 合計

下水道管理費
195,417 278,768 347,460 439,838 542,447 1,803,929

下水道使用料

(１５０円／㎡）
12,800 40,300 70,100 104,100 142,300 369,600

一般会計繰入金

(基準内繰入金）
79,267 108,193 136,554 174,535 215,401 713,951

一般会計繰入金

(基準外繰入）
103,350 130,274 140,806 161,204 184,746 720,379

平成20年度 平成２１年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 合計

使用料収入
12,800 40,300 70,100 104,100 142,300 369,600

下水道管理費

(回収率）

195,417

(6.5%）

278,768

(14.5%）

347,460

(20.2%）

439,838

(23.7%）

542,447

(26.2%）

1,803,929

(20.5%）

維持管理費

(回収率）

73,417

(17.4%）

112,068

(36.0%）

137,360

(51.0%）

171,738

(60.6%）

210,947

(67.5%）

705,529

(52.4%）

資本費

(回収率）

122,000

(0%）

166,700

(0%）

210,100

(0%）

268,100

(0%）

331,500

(0%）

1,098,400

(0%）
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図７－２下水道管理費推移
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図７－ｓ下水道管理費財源構成推移

3,00,
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７－１１汚水排出量の認定について

下水道使用料算定の基礎となる利用者からの汚水排出量については､上水道を使用

している場合には上水道使用水量を以って汚水排出量とみなす、いわゆる「みなし規

定」が全国的に広く採用されている。厳密には水道使用水量と汚水排出量が完全に一

致することは無いが、下水道という流入を拒むことが出来ない受身の施設において、

合理的かつ経済的にその使用料を算定するためとされている。本市においても、原則

的に水道使用者は水道使用水量を以って汚水排出量とするものとする。

市内には、水道以外の水源（井戸水等）を利用している世帯があり、そうした世帯

については別途汚水排出量を認定する必要がある。認定方法については先進都市の事

例などを参考に、世帯人員に一定汚水量をかけて算出するものとする。店舗・旅館な

どは別途市長が定める基準による人数を世帯人員とする。水道と井戸水等を併用して

いる場合には、水道使用量に上記の世帯人員から算定される汚水量の１/２を加算して

汚水排出量として認定するものとする。

一方で製氷業など、使用水量と汚水排出量が著しく異なる場合には、計量あるいは

認定によって汚水排出量を適切に減量することが適当である。下水道使用者が水道メ

ーター同等の計量器によって汚水量を証明できる場合には、その水量を以って汚水量

とすること。

l11m1wm1、

１２用途別使用料体系、水質使用料について

－部先進都市において、「家庭用」「営業用」などの用途別に異なる使用料体系を適

用している自治体が見られるが、現在の下水道計画においては、営業用使用者のため

に施設能力を増大するなどの特別な対応は含まれておらず、供用開始当初は採用しな

いものとする。

また、水質使用料は、下水道法第２０条の２｢下水の量及び水質その他使用者の使

用の態様に応じて妥当なものであること｡」に基づき、一定基準以上の水質を排出す

る使用者に対して、その水質に応じた使用料体系を適用するものであるが、適用する

には該当する事業所を継続的に把握・監視するための事務処理と経費が必要であり、

現在の下水道計画において著しく水質負荷の高い事業所は挙げられていないことか

ら、これも供用開始当初は採用しないこととする。

いずれも､将来著しく下水道施設に対して負荷を与える事業所が立地するような状

況となった場合には改めて検討する必要がある。

７－１

(lilmImmM、

－２７‐
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８．下水道の普及促進策について

８－１下水道の普及促進策の意義

下水道は、市町村が下水道施設を整備しただけでは機能を発揮できず、住民が公共下

水道に排水設備を接続して初めて効果を発揮できるという特徴がある。そのため、下水

道整備効果を早期に発現するとの観点から、下水道の普及促進が重要ということができ

る。

また、下水道使用料の検討時に指摘したように、使用料は下水道経営における唯一の

自主財源であり、使用料収入は接続率が向上しなければ増加を見込むことはできない。

そのため、下水道事業運営の健全化という観点からも下水道の普及促進が必要とされる。

下水道法第１１条の３第５項においても普及促進を重視する立場から、市町村は排水

設備の改造に必要な資金の融通又はそのあっせん、紛争の仲介その他の援助に努めるこ

とが求められており、普及促進策は公共下水道事業を実施する自治体に共通の義務とも

言える。

８－２下水道普及の阻害要因

下水道の普及促進策については、多くの自治体でその実情に応じた様々な施策が行わ

れている｡全国的に下水道の普及を妨げる要因を調査すると、代表的なものとしては｢高

齢者の増加問題」「接続費用・使用料・受益者負担金の費用面の問題」「住民の理解不足

など行政と住民間のコミュニケーション問題」「土地の形状や権利関係の問題」などが

“

挙げられている。（図８－１）

〔回答数が５件以上あった問題点・苦労している点〕
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図Ｓ－１水洗化推進での問題点、苦労している点

（出典：日本下水道協会「排水設備接続推進事例集」）

岩出市は高齢化率が県下で最低の水準であるものの、地区によっては比較的高齢化が

進んでいるところもあり、将来的には高齢者の増加が問題になると予測される。費用面

や住民とのコミュニケーションの問題は、下水道が初めて利用可能となる本市では特に

重要な問題であり、岩出市においても下水道普及促進の障害となる問題は全国的な傾向
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と余り変わらないと考えられる。

'1,mm，；
、

ｓ－ｓ岩出市に適した普及促進策の検討

前述の問題点に対し、当審議会では以下のような普及促進策を検討した。

①戸別訪問の実施

②阻害要因の徹底調査

③早期接続に向けた広報活動

④助成金・奨励金制度の実施

⑤下水道貯金

⑥融資あっせん制度（利子補給）の実施

⑦下水道使用料の割引

(`mlmm、

このうち①～③については、広い意味でＰＲ活動に含まれる促進策であり、それぞれ

の利点・問題点を比較したが、対象となる世帯数や費用〈効果などに違いがあるため、

結論としてはいずれかの方法を採用するのではなく、地区別の普及時期や個別の未水洗

化世帯の状況に応じて適宜実施してゆくべきと考える。

④～⑦については経済的な普及促進策である。高齢者世帯増加の問題も最終的には経

済的な負担問題と考えられ、市内工事説明会においても最も多く質問が寄せられるのは

経済的な負担についてであるため、岩出市においても非常に需要が大きいと思われる。

一方で法律上排水設備の設置・管理義務を負うのは本質的に土地・建物の所有者であ

って、下水道財政の厳しい見通しを考慮すれば私財源を一般財源（税）に求めざるを得

-２９．
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ない経済的な普及促進策の採用には、財政的な悪影響や未普及地域の住民とのバランス

も念頭に置く必要がある。

経済的な普及促進策についてもそれぞれの特徴と実施に要する費用から種々検討を

行ったが、制度により主たる対象者に違いが見られたため、審議の結果「水洗化融資．

利子補給制度」と「水洗化助成金制度」のいずれかを選択することが適当と判断した。

水洗化融資・利子補給制度については、高齢者世帯の増加や、水洗化費用を用意でき

ない世帯に対する水洗化促進策として不可欠であり、助成金制度については事業費が高

額になる傾向が認められるが、融資・利子補給を必要としない世帯に対しても一定の普

及促進効果を確保するためには必要と考えられることが採用の理由である。

８－４安心して排水設備の改造を行うために

審議過程を通じて、排水設備の改造に対する不安を挙げる意見が多く見られた。排水

設備の改造は下水道工事と異なり各世帯が個別に契約しなければならず、またその改造

は各戸で－度きりであって、個々の利用者にとっては改造工事の妥当性を判断すること

が難しいなどの理由が挙げられた。こうした声は公共下水道工事説明会でも住民より出

されていることから市民の間に一般的に存在する不安と考えられ、将来的に下水道普及

の阻害要因となりかねない。

市は、説明会で「複数の会社から見積もりを取る」「近所と一緒に改造する」などの

自衛策を説明し、指定工事店制度を採用することで改造工事における一定の技術力を確

保するとの見解を示したが、今後排水設備の改造に対する利用者の不安を少なくするた

めには、不安を持った利用者が気軽に相談できる窓口を設けることも大きな効果がある

と思われる。

前述の広報活動を実施すると同時に排水設備の改造に対する相談窓口を積極的に周

知し、利用者が不安を抱えたまま排水設備の改造を祷曙することの無いような制度作り

に取り組むよう提言する。また、排水設備を実施する業者に一定の技術力、信用力を条

件付ける指定工事店制度は、適切な排水設備改造に重要な役割を果たすと認められるが、

未Ⅱ用者とのトラブルを繰り返すような悪質な業者は、行政において積極的に改善を指導

し、効果が無い場合は指定工事店から排除するような利用者保護に取り組まれたい。

熱

鋼
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《参考資料》

・岩出市公共下水道運営審議会条例

岩出市公共下水道事業運営審議会条例
平成１７年１０月３日

条例第１９号

（設置）

第１条地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１３８条の４第３項の規定によ

り、岩出市公共下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。）を設置す

る。

（所掌事務）

第２条審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、そ

の結果を市長に答申するものとする。

（１）公共下水道受益者負担金に関すること。

（２）公共下水道使用料に関すること。

（３）公共下水道の普及促進に関すること。

（４）その他市長が下水道事業上必要と認める事項に関すること。

（組織）

第３条審議会は、次に掲げる者につき、１ｏ人以内の委員をもって組織し

市長が委嘱する。

（１）市議会議員３人以内

（２）学識経験のある者３人以内

（３）受益者の代表４人以内

（任期）

第４条委員の任期は、２年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。但し、再任を妨げない。

（会長）

第５条審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。

２会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

ｓ会長に事故があるときは､会長があらかじめ指名する委員がその職務を

代理する。

（会議）

第６条審議会は、会長が招集し会議の議長となる。

２審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

３審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のとき

は、会長の決するところによる。

（庶務）

第７条審議会の庶務は、公共下水道担当課において処理する。
（委任）

第ｓ条この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、

会長が審議会に諮って定める。

附則

この条例は、公布の曰から施行する。
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・岩出市公共下水道事業運営審議会委員名簿

緯

。＝会長○＝職務代理委員

係

－３３‐

堀部未ﾛ雄（◎） 近畿大学生物理工学部教授

中林俊雄（○） 元・未ﾛ歌山市下水道部長

松見隆広 米穀店経営

堂西良之 岩出市議会議員

山本重信 岩出市議会議員（～Ｈ１Ｍ２１）

井神慶久 岩出市議会議員

疋谷公資 平成１７年岩出地区会長

中西得雅 平成１７年区長会長

井ノ上文雄 公募委員

水口和子 公募委員


